
市議会だより 196 号（２）

※報告第４号は、地方自治法第 180 条第１項及び第２項の規定により専決処分された事項の報告であるため採決は行いません

議案番号 件　　　名 議決結果

議　
　
　
　

案

第１号 市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第２号 龍ケ崎市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第３号 龍ケ崎市介護保険条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第４号 龍ケ崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の
運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第５号 龍ケ崎市まいん「健幸」サポートセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
について 全員賛成で可決

第６号 龍ケ崎市高砂運動広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第７号 龍ケ崎市地域公共交通協議会条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第８号 龍ケ崎市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第９号 工事等請負契約について
（龍ケ崎市学校給食センター整備事業） 全員賛成で可決

第10号
和解に関することについて

［平成 30 年度龍ケ崎市道の駅護岸改修工事の工事中止に関し、当該工事に係る実施設計業務受
託者と和解することについて］

賛成多数で可決

第11号 令和２年度龍ケ崎市一般会計補正予算（第 11 号） 賛成多数で可決

第12号 令和２年度龍ケ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 全員賛成で可決

第13号 令和２年度龍ケ崎市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 全員賛成で可決

※賛否が分かれた議案等（　　　　部分）に対する議員の態度については、次ページに掲載しています

結 果議 決
議案等番号 件　　　名 議決結果

議
案 第１号 龍ケ崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 賛成多数で可決

報　
　

告

第１号
専決処分の承認を求めることについて（和解に関することについて）

［職員が除草作業を行っていたところ、使用していた刈払機によって小石が飛散し、軽乗用車を
損傷させた事故］

全員賛成で承認

第２号 専決処分の承認を求めることについて（和解に関することについて）
［市道の舗装部に生じた段差により、軽乗用車のタイヤを破損させた事故］ 全員賛成で承認

第３号 専決処分の承認を求めることについて（和解に関することについて）
［市道の舗装部に生じた段差により、普通乗用車のタイヤ及びホイールを破損させた事故］ 全員賛成で承認
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（３）市議会だより 196 号

※採決の結果、賛否が分かれた議案等を掲載しています
※議長（鴻巣議員）は採決に加わりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○＝賛成　×＝反対　欠＝欠席

議案
陳情
番号

議決
結果

賛否数 議員名及び賛否の別

賛
成

反
対

山
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久
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大
野
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み
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札
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櫻
井
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剛
寺
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藤
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村
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藤

岡
部

石
引

山
﨑

後
藤
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光
）

滝
沢

椎
塚

油
原

大
竹

後
藤
（
敦
）

寺
田

鴻
巣

大
野
（
誠
）

令和２年第３回臨時会

議１ 可決 19 ２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕ ✕ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○

令和２年第４回定例会

議10 可決 18 ２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕ ✕ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 欠

議11 可決 18 ２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕ ✕ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 欠

議15 可決 18 ２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕ ✕ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 欠

陳１ 不採択 ２ 18 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ○ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ー 欠

賛否が分かれた議案等に対する議員の態度

用
語
解
説

※追加議案第 18 号を先行議決したことから、議案第 18 号及び議案第 11 号について、それぞれ計数整理を行いました
※陳情の内容は、市議会ホームページに掲載しています

議案等番号 件　　　名 議決結果

議　
　

案

第14号 令和２年度龍ケ崎市障がい児支援サービス事業特別会計補正予算（第２号） 全員賛成で可決

第15号 令和２年度龍ケ崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 賛成多数で可決

第16号 令和２年度龍ケ崎市介護サービス事業特別会計補正予算（第１号） 全員賛成で可決

第17号 令和２年度龍ケ崎市下水道事業会計補正予算（第２号） 全員賛成で可決

第18号 令和２年度龍ケ崎市一般会計補正予算（第 10 号） 全員賛成で可決

令和２年
陳情第１号 安心安全な教育環境のための少人数学級を求める陳情書 賛成少数不採択

◆
請せ

い
が
ん願

　

請
願
は
、
日
本
国
憲
法
第
16
条
で
保
障
さ

れ
た
「
請
願
権
」
の
趣
旨
に
従
い
、
国
ま
た

は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
（
国
会
や
地
方
自

治
体
の
議
会
を
含
む
）
に
対
し
て
、
文
書
に

よ
り
、
意
見
や
要
望
等
を
行
う
こ
と
で
す
。

　

請
願
を
提
出
す
る
場
合
は
、
請
願
の
内
容

に
同
意
し
署
名
を
す
る
議
員
（
議
員
の
紹
介
）

が
必
要
で
す
。

◆
陳ち

ん
じ
ょ
う情

　

陳
情
は
、
法
令
に
明
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、
請
願
と
同
様
に
、
関
係
機
関
に
対
し
て

意
見
や
要
望
等
を
行
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、

議
員
の
紹
介
を
必
要
と
し
ま
せ
ん
。

　

龍
ケ
崎
市
議
会
で
は
、
龍
ケ
崎
市
議
会
会

議
規
則
に
基
づ
き
、
そ
の
内
容
に
応
じ
て
、

請
願
と
同
様
に
取
り
扱
う
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。

　

▲請願や陳情については、龍ケ崎市
　議会事務局までお問合せください


